
虎の門病院医師臨床研修規程 

 

第１条 目的 

この規定は、基幹型臨床研修病院である国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

（以下、「当院」）において医師臨床研修（以下、「研修」）を実施するにあたり、当

院の理念・基本方針をもとに、下記の初期臨床研修の理念・基本方針を実践するた

めに必要な要項を定めたものである。 

 

 

第２条 研修の理念と基本方針 

２．１ 理念 

医学への精進と貢献、病者への献身と奉仕を旨とし、その時代時代になしうる

最良の医療を提供することを目標に、医師としての基本的素養を修得する。 

 

２．２ 基本方針 

国民が要請する医師を育成するために、 

(1) 研修には、協力型臨床研修病院・施設を含むすべての病院職員が参画する。 

(2) 医療安全と指導体制を充実させ、研修医の身分を保証し、労働条件の改善努め、

研修の効率を高める。 

(3) 行動目標、経験目標の達成状況を把握し、研修目標を完遂させるべく形成的評

価に基づき指導する。 

(4) 研修医の医療行為には、基本的に指導医が指示・監督し、その責任を負う。 

 

(5) 第三者による評価を受け、検証を行うことにより、臨床研修病院としての更な

る質の向上に努める。 

 

 

第３条 適用範囲 

 ３．１ 当院の全部門および協力型臨床研修病院・施設に対して適用する。 

 

 

第４条 研修の種別・期間 

 ４．１ 当院における研修は、医師法・歯科医師法第１６条の２第１項に準拠し、

研修を受ける者は医師国家試験・歯科医師国家試験に合格し、医師・歯

科医師免許を有する者でなければならない。 

 ４．２ 研修期間は原則２年間とする。 



第５条 組織・運営 

 ５．１ 研修を円滑に運営し効果を挙げるために研修管理委員会を設置する。研

修に関する事務並びに実務全般の統括は医学教育部の担当とする。研修

管理委員会の運営は「研修管理委員会規程」により定める。医学教育部

の運営は「医学教育部規定」により定める。 

 ５．２ 研修の評価に関する事項等は、研修管理委員会の担当とする。 

 ５．３ 研修医は、医学教育部の所属とする。 

 

 

第６条 プログラム責任者・副プログラム責任者 

６．１  臨床研修プログラムを統括するプログラム責任者を置く。 

６．２ プログラム責任者は、プログラム責任者養成講習会を受講した者の中

から院長が任命する。 

６．３  プログラム責任者は研修プログラムの企画立案及び実施の管理を行い、 

研修医ごとに目標達成状況を把握し、総ての研修医が目標を達成でき

るように指導する研修責任を負う。 

６．４  必要に応じプログラム責任者の業務を補佐する副プログラム責任者を

置くことができる。 

 

 

第７条 研修実施責任者 

７．１ 協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設におけ

る 臨床研修を管理する者として研修実施責任者を置く。 

７．２ 研修実施責任者は研修管理委員会の構成員となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８条 統括指導医・臨床研修指導医・臨床研修上級医・臨床研修指導者 

研修医の臨床指導を行うため、各診療科においては統括指導医、臨床研修指導

医（以下「指導医」という）臨床研修上級医（以下「上級医」という）各部門にお

いては臨床研修指導者（以下「指導者」という）を置く。 

 

８．１ 統括指導医 

(1)統括指導医は診療科における臨床研修全般の統括を行う。 

(2)統括指導医は、担当する分野における研修において、研修医の研修目標が達成

できるように指導する。研修終了後に研修医の評価をプログラム責任者に報告

する。 

 

８．２ 指導医 

(1) 指導医は、７年以上の臨床経験のある医師で、原則として厚生労働省認定の

臨床研修指導医講習会を受講している者とする。 

(2) 指導医は、研修医による診断・治療行為とその結果について直接の責任を負

う。また指導内容を診療記録に記載し、研修医の記載内容を確認し署名しな

ければならない。 

(3) 指導医は、研修医の身体的、精神的変化を観察し問題の早期発見に努め、必

要な対策を講じる。 

(4) 指導医が不在になる場合には、指導医の臨床経験に相当する医師を代理とし

て指名する。 

 

８．３ 上級医 

(1) 上級医は、研修医を指導する指導医を補佐する。 

(2) 上級医は、２年以上の臨床経験を有する医師で、指導医の管理の下、臨床の

現場で研修医の指導にあたる。 

(3) 上級医は、指導内容を診療記録に記載し、研修医の診断・治療・記録など全

般を監査する。 

 

 



８．４ 指導者 

(1) 指導者は、医師以外の職種から選任された研修管理委員会の委員及び医学教

育部の構成員を充てる。 

(2) 指導者は研修医を評価しプログラム責任者に報告する。 

 

 

第９条 指導体制 

９．１ 研修医は単独で患者を受け持つことはできない。上級医・指導医監督

の もとで診療する。 

９．２ 上級医の上に、指導医、診療科医長・部長が位置づけられ屋根瓦方式

の指導 体制とする。 

 

 

第１０条 研修の申し込み・選考・採用・中断 

１０．１ 申し込み 

研修希望者は下記の書類を添えて所定の期日までに病院に提出しなければな

らない。 

(1) 履歴書  

(2) 卒業証明書または卒業見込み証明書 

(3) 健康診断書 

１０．２ 選考 

(1) 選考は学科試験、面接及び書類審査に基づき、あらかじめ定められた選考

基準に より実施する。 

(2) 面接を担当する選考者は、医師以外の職種を含め医学教育部が招集し、院長が

指名する。 

(3) 選考結果に基づき、院長の承認を得て医師臨床研修協議会・歯科医師臨床研

修協議会（以下協議会という）の実施する研修医マッチングに登録する。 

 

 

 

 



１０．３ 採用 

(1) 研修医の採用は、学科試験・面接・書類審査による選考結果および研修医

マッチ ングの結果を受け、院長が決定し受験者に通知する。 

(2) マッチ者が採用予定人数に満たない場合も、原則として二次募集を実施し

ない。 

(3) 研修医として採用された者は、誓約書を所定の期日までに院長に提出しな

ければならない 

１０．４ 研修の中断と再開 

(1) 研修管理委員会は、医師としての適性を欠く場合、病気、出産など療養で

研修医として研修継続が困難と認めた場合、その時点での当該研修医の研

修評価を行い、院長に報告する。 

(2) 院長は(1)の評価或いは研修医自らの中断申し出を受け、臨床研修を中断す

ることができる。 

(3) 研修医の臨床研修を中断した場合、院長は速やかに当該研修医に対し法令に

基づき「臨床研修中断証」（医師法・歯科医師法１６条の２第一項） を交付する。 

(4) 中断した研修医の臨床研修を当院で再開することを希望する時は、中断内

容を考慮し可否を決定する。また再開の場合はその内容を考慮した研修を行

う。 

(5) 臨床研修を中断した研修医は、希望する研修病院に臨床研修中断証を添え

て、研修の再開を申し込むことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１条 評価・判定・修了・進路 

１１．１ 研修医の評価は診療科部長・統括指導者・看護部・薬剤部・事務部か

らローテーション終了時に受ける。 

１１．２ 研修医が２年間の研修を終了したとき、研修管理委員会において研

修医の評価を行い、研修修了基準を満たしたと判定された時、院長に報告し臨床

研修修了証を交付する。 

１１．３ 研修管理委員会で修了基準を満たしていないと判定された場合は院

長に報告し、未修了と判定した研修医に対してその理由を説明し、臨床研修未

修了証を交付しなければならない。 

１１．４ 未修了とした研修医は、原則として引き続き同一の研修プログラム

で研 修を継続することとし、研修管理委員会は修了基準を満たすための履習計

画書を厚生労働省に送付しなければならない。 

１１．５ 研修医は、研修修了後の後期臨床研修先を自由に選択する権利があ

る。当院で引き続き研修を希望する場合は、後期臨床研修採用の院内規定に従

う。 

 

 

第１２条 研修終了の評価法・修了基準 

１２．１ プログラム責任者は、研修医ごとの臨床研修目標の達成結果を研修

管理委員会に 報告する。 

１２．２ 研修管理委員会は下記の修了基準に照らし修了認定の可否判定をする。 

１２．３ 以下の修了基準が満たされた時、臨床研修修了と認定する。 

(1)研修実施期間 

ア、研修期間（２年間）を通じた研修休止期間が 90 日以内。  

イ、研修休止の理由は、妊娠、出産、育児、傷病等の正当な事象。 

(2)臨床研修の到達目標達成 

ア、厚生労働省が示す「臨床研修の到達目標」のうち総ての必須項目達成、

および「要経験項目」の７０％以上の承認達成。 

イ、総てのレポート提出 



(3)臨床医としての適性の評価  

ア、安全な医療の提供ができる。 

イ、法令・規則を遵守できる。  

ウ、医療人としての適性に問題がない。 

 

 

第１３条 研修の方法・期間・レクチャー 

１３．１ 当院の医師研修プログラムによる。 

１３．２ 選択科目の選択及び期間 

(1)選択科目は一年次研修中に決定し医学教育部の承認を得る。 

１３．３ 講義・実習への参加 

研修医は次に掲げる各実習、講義などに主体的に参加しなければならない。  

(1) 研修医オリエンテーション 

(2) シミュレーションラボセンター実習 

(3) 医療安全講習会 

(4) 病理検討会（PMC） 年１０回 

(5) ACLS 講習会 

(6) 研修医向け院内合同セミナー 年 35〜40 回  

(7) 各診療科で行われるカンファランス、抄読会、研究会、勉強会など 

(8) 学会での発表（原則として２年間で２回以上） 

 

 

第１４条 研修医の当直勤務 

１４．１ 研修医（歯科研修医除く）は研修開始から初年次の６月まで、 当直医・

上級医の指導のもと当直研修をする。その後「副当直」として正式に当直勤務

に入る。 

１４．２ 当直は原則として月に４～５回程度とする。 

１４．３ 研修医当直勤務に関する諸規定は別に定める。 

 

 

 



第１５条 研修医代表者 

１５．１ 研修医は代表者２名を置く。 

１５．２ 代表者は研修医間で互選し任期は１年とする。 

１５．３ 代表者は研修医の出席が求められている各種委員会について、研

修医間の調整をして、出席させなければならない。 
 
 
 

第１６条 研修医の身分・所属 

１６．１ 研修医の身分 

(1) 研修医の身分は常勤嘱託医とし期間は２年間とする。 

(2) 研修期間中は虎の門病院に関する就業規則に準ずるものとし、また協力型

臨床研修病院での研修においても同様である。 

１６．２ 研修医の所属 

研修医は、医学教育部所属とし研修医に関する全般の管理は研修管理委員会の

承認のもと医学教育部が行う。 

 

第１７条 研修医の処遇 

１７．１ 給与等：国家公務員共済組合連合会給与規定に準ずる。 

諸手当：扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、 

賞与（年２回）を支給する。 

１７．２ 勤務時間： 

８ 時３０ 分～１７ 時１５ 分 

１７．３ 休暇： 

(1) 年次有給暇は１月 1日から１２月３１日までの期間に２０日（採用日から年末

までの月数に応じた日数）夏期休暇、忌引き休暇等の特別休暇あり。 

(2) 当院各診療科ローテーション研修中は各診療科所属長の、協力型臨床研修

中はその研修実施責任者の承認に基づいて、医学教育部長が休暇を許諾し

時間外勤務及び出張命令をする。 

 

 



１７．４ 宿舎 

医師独身寮有り。原則２年間は寮に入寮する。入寮者は寮長の指示及び寮規則

を守らなければならない。 

１７．５ 社会保険： 

公的医療保険＝政府管掌健康保険 

公的年金保険＝厚生年金保険 

１７．６ 労働保険： 労働者災害補償保険法、 

１７．７ 健康管理： 

(1) 労働安全衛生法に基づき実施が義務づけられている定期健康診断 

(2) 当院が必要と認める検査、予防接種等 

１７．８ 医師賠償責任保険：病院加入 

１７．９ 外部研修活動： 

学会、研究会等の参加可、内容によって年１回旅費補助有り。 

１７．１０ アルバイト： 

研修期間中のアルバイトは総て禁止する。 

 

 

第１８条 研修中の相談、心のケア 

１８．１ 研修中の悩み・相談は医学教育部で対応する。  

１８．２ 医学教育部は、相談を受けるだけでなく、働きかける努力を行う。 

１８．３ 指導医、指導者、実施責任者、上級医は研修医の身体的、精神的変

化を 注意深く観察し、問題を早期発見し医学教育部に報告する。 

１８．４ 医学教育部は、必要に応じ、プログラム責任者、健康管理室長（産

業医）、指導医、精神科医師からなるサポート体制を起動する。 

１８．５ 相談内容についての守秘を厳格に運用する。 

 

 

 

 

 



第１９条 研修医が行える医療行為・責任・守秘義務等 

１９．１ 研修医は、指導医の指示監督の下、別に定める医療行為に関する基

準に基づき診療を行う。 

１９．２ 前項に基づいて実施した研修医の医療行為に伴い生じた事故等の責

は、総て当院が負う。 

１９．３ 研修医は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を

退いた後も同様である（守秘義務）。 

 

 

第２０条 委員会等への出席 

研修医の中から次に掲げる委員会の委員を選出し、出席しなければならない。 

(1) 医学教育部会議  

(2) リスクマネージャー会議 

(3) 医療の質と安全委員会 

(4) その他院長、各委員長が必要と認めた委員会 

 
 

第２１条 研修記録の保管、閲覧 

２１．１ 研修医に関する以下の個人基本情報、研修情報は、研修修了日 

（中断日）から５年間は医学教育部において保管する。 

(1) 氏名、医籍番号、生年月日  

(2) 研修開始・修了・中断年月日 

(3) 研修プログラム名  

(4) 研修施設名（含協力病院） 

(5) 臨床研修内容と研修評価  

(6) 中断理由 

２１．２ EPOC による評価記録は EPOC のサーバーに保管される。 
 
 
 
 



附  則 この規定は、平成２０年３月１日より制定、施行する。 

     この規定は、平成２４年９月１日付で改訂する。 


